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意匠登録無効審判請求書の「請求の理由」の書き方

Ａ 「請求の理由」について．

意匠法第５２条において準用する特許法第１３１条第１項に、審判請求書に

記載すべき事項が規定されており、その事項の一つとして、同項第３号に「請

求の趣旨及びその理由」が掲げられている。

「請求の趣旨及びその理由」における「理由」が記載されているというため

には、意匠登録に対する無効審判にあっては、その制度の趣旨からみて、登録

をすべきではなかった実質的な理由が記載されていることを必要とするところ

であり、審判請求書の「請求の理由」欄には、登録をすべきではなかった実質

的な理由として、請求人の主張・立証を具体的、かつ明確に記載すべきもので

ある。

Ｂ 「請求の理由」の項分け記載について．

「請求の理由」欄には、登録をすべきでなかった実質的な理由を具体的、か

つ明確に記載する方法として、項分け記載の採用を推奨している。

これによれば、審判請求人にとっても、要点整理を行いながら、請求書を作

成でき、審判請求の必要性を客観的に認識しうる等の点で有用であり、更に、

審理上必要な箇所を見出しやすく、要点整理に役立ち、審理の効率化を図るこ

とができるものと考える。

「請求の理由」欄には、以下の項目に分けて順次記載するものとする。

Ｃ 「請求の理由」の項分け記載の要領．

１．手続きの経緯

、 （ 、本件登録意匠の 出願から登録の設定に至るまでの手続の経緯 出願日

登録日等）を記載する。

出願から登録の設定に至るまでの経緯する、手続の進行及びその内容の要点を

明らかにし、 事件の理解に役立てる。

( )本願の意匠1
本願の意匠の確認を行う。

本願の意匠は願書及び添付図面等に記載のとおりであるが、ここで、

本願の意匠に係る物品名を記載することとし、本願の意匠の内容につい

てはその写し又は概要を別紙に参考資料として添付し、その旨を記載す

ると良い。
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( ) ( )拒絶査定の理由の要点2 3
引用意匠を記載するとともに拒絶理由の適用条文を記載し、併せて査

定の理由を簡明に記載する。

２．本願意匠が登録されるべき理由

以下の項目に従って、拒絶査定の理由に関して具体的な反論を行い、本

願意匠が登録されるべきであるとする理由を記載する。

２．１ 拒絶理由が意匠法第３条１項３号又は同法第９条第１項の場合

( )本願意匠の要旨1
本願意匠と引用意匠との対比及び類否に関する請求人の主張を正当と

するに必要な程度に、特に、下記( )及び( )の記載を明確にすべく、本4 5
願意匠を構成する上で欠くことのできない要素又はその使用態様を記載

する等して構成態様を具体的に記述する。

その際、本願意匠の構成態様を示す各部に名称等を付して説明すると

きは、その部分と名称等の対応を示した図面を参考資料として添付する

とともにその旨記載する （ただし、一つの図の大きさは、横１５０ｍ。

ｍ、縦１１３ｍｍを超えて記載してはならない）

また、その図面を適宜文章中に挿入して記載しても良い。

なお、事案によって、本願意匠の構成態様を具体的に記述すること

なく、下記( )又は( )の記載を明確にすることができる場合には、本願4 5
意匠を表す図面等、あるいはその各部に名称等を付したもののみによっ

て、本願意匠の要旨の記載に代えてもよい。

( )引用意匠の要旨2
上同旨

( )先行周辺意匠の摘示3
ここでいう「先行周辺意匠の摘示」は、請求人が、本願意匠と引用意

匠と対比して両意匠の類否に関する主張を行うに際してそれを根拠付け

るために、関連の公知意匠等を提示するものである。その場合、公知意

匠の書誌的事項等を記載し、提示された意匠の内容の確認の便のため、

その写し又は概要を別紙に参考資料として添付する。必要があれば、意

匠マップ等にしてその趣旨を明確にする。

なお、先行周辺意匠を記載した刊行物等で、原本と同一のものが特許

庁に保管されていないと思われるものは、これを証拠として提出する。

本願意匠に関連意匠として出願しているものがある場合には、その関

、 、 、連意匠について また 本願意匠が関連意匠の意匠登録出願の場合には
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本意匠についても摘示し、それらの意匠の内容については、その写し又

は概要を別紙に参考資料として添付する。

本願意匠と引用意匠との対比( )4

上記( )本願意匠の要旨及び( )引用意匠の要旨に基づき、両意匠の共1 2
通点及び差異点について説明する。

この場合、意匠を構成する各部分の形態を示す各図面を対比したもの

を挿入して、説明するのも良い。

( )本願意匠と引用意匠との類否5
本願意匠又は引用意匠の要旨についての記載、並びに先行周辺意匠等

についての記載に基づき、上記( )で抽出した両意匠の共通点及び差異4
点について、より深く検討して、本願意匠が引用意匠に類似しない理由

を明確にすべく、両意匠の類否についての主張を、次のように分けて記

載する。

( )本願意匠の要旨a
類否の判断の重要な要素となると考えられる構成態様を記載す

る。

この際、上記( )で摘示した先行周辺意匠に基づき、本願意匠の3
創作の要点等を主張することにより本願意匠の創作の要部を抽出

することができる。

( )本願意匠と引用意匠との類否の考察b
上記( )の共通点及び差異点についてより深く検討しながら、本4
願意匠の創作の要部との比較において、引用意匠との類否につい

て記述する。

この際も、この項の主張の根拠となる上記( )の先行周辺意匠が3
あればそれについても言及する。

２．２ 拒絶理由が意匠法第３条第２項の場合

（１）本願意匠の要旨

本願意匠の構成態様を具体的に記載する。

（２）拒絶の理由で通知された意匠の要旨

上同旨

（３）本願意匠の創作容易性の判断

本願意匠が、拒絶理由で通知した意匠、すなわち本願意匠の出願前に

公然と知られた意匠を、組み合わせたり、置き換えたりすることによっ

、 、 、て 容易に創作することができたものでないことを 本願意匠の特徴や

本願意匠が属する物品分野の特性等に合わせて主張する。
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３．むすび

請求を理由付ける結論として、拒絶すべき場合に当たるとする理由がな

く、原査定を取消し本願意匠は登録すべきものである旨を記載する。

Ｄ．留意事項

１．図面等の添付

、 （ ）、 、 、本願意匠 本願に係る関連意匠 第１０条 引用意匠 先行周辺意匠等

審判請求の理由中に記載された意匠については、当該意匠の図面又はその

概要を表した図面等を参考資料又は証拠として提出する。

なお、意匠法施行規則第１４条の様式第１２及び様式１３における備考を

参照する。

２．意見書記載事項の援用

上記Ｂ．の「２．本願意匠が登録されるべき理由」について 「原審での、

意見書記載事項を参照のこと」と記載しているケースもあるが、原審で意見

書の主張が採用されなかった事実を考慮して、改めて要点を整理して 「請、

求の理由」を記載する。


